
第10回 議会制度研究会                  平成24年11月９日 

 

○山内座長 どうもこんにちは。第10回議会制度研究会を始めたいと思います。 

 本日の研究会に、山口委員より遅参の届けが出ておりますので、ご報告申し上げます。 

 それでは、前回に引き続き、「施設整備」と議員ポスト投函資料のデータ化をまず最初

の議題といたします。 

 今回も項目が５つと多いので、時間の都合上、大変申しわけないんですが、20分を目安

に進行していきたいと思いますので、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 まず、１階・地下１階に登庁ランプ設置から協議を始めます。 

 前回は、区民向けに設置したほうがよい、議員の登庁状況をインターネットで配信すれ

ばよい、それから設置するにしても費用を考慮すべきなどの意見がございました。これら

の意見を踏まえ、各会派の意見を持ち寄っていただくことになっておりました。また、登

庁ランプの設置にかかわる費用についても、事前に事務局を通してお知らせさせていただ

きましたので、その内容も踏まえながら協議していただきたいと思います。 

 まずは、研究会に参加していない会派からの意見を事務局より報告させます。 

○星区議会事務局次長 特にご意見はいただいておりません。 

 あと、ただいま座長よりお話のありました事前に配付した登庁ランプの設置にかかわる

費用についてでございます。10月19日に資料を配付いたしましたが、その時点では、配線

工事等は含まれていないということで資料を出しています。その工事等の概算がわかりま

したので、ここで報告させていただきます。 

 現状のランプ形式ですと、工事費に約1000万円かかりますので、トータルで1980万円、

ウエブ形式ですと、配線工事が400万円なので、本体の設備も含めますと1870万円。さら

にウエブ形式では保守契約が必要になります。これが年間130万円ということになります

ので、あわせてご承知おきください。 

○山内座長 それでは、前回の議論内容も踏まえ、各会派の意見を持ち寄っていただいて

いると思いますので、それぞれ会派のご意見をお伺いしたいと思います。 

○中村委員 断腸の思いで現状のランプ形式とウエブ形式に関してはあきらめたいと思い

ますが、映像活用に関しては、今合計で150万円ですね。保守が130万円、設置が20万円と

いうことですよね。 

○星区議会事務局次長 今の保守契約のお話は、ウエブ形式の130万円ということです。 
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○中村委員 であれば、この庁内配信映像の活用に20万円のままなのかなということなの

で、もしこの金額であれば、多少ご意見をいただいてもいいかなと。上２個はもう取り下

げます。ご検討いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○下山委員 今ご意見がありましたけれども、私たちとしても、費用が非常にかかるとい

うこともありまして、その点については、やはりとても無理かなということもあります

し、確かに少しの行ったり来たりとかはありますけれども、現状でいいんではないかとい

うのが私たちの意見でございます。 

○高久委員 私どもも、１階とか地下１階に区民向けにこういう登庁ランプが必ずしも必

要かどうかということについては、やっぱり必ずしも必要だという認識には立っていませ

んで、見積もりでも相当何千万円もお金がかかるということであれば、基本的に今後、庁

舎の改築とか、建てかえとか、そういったときに検討するのでもいいんじゃないかなと思

っております。 

 また、逆にあともう１つ、セキュリティーというんですか、そういう観点からは、議員

にお話がある方とかは、一たん４階に来ていただいて、そこで見ていただいて各議員のと

ころに行っていただくという意味で、セキュリティー対策も含めて現状のままである程度

していいんじゃないかなとは思っております。 

○羽田委員 多分その値段を見ると、よしたほうがいいかなということになるんですけれ

ども、これは、地下１階は要らないとして、１階だけだったらどうなのかということなん

です。それが１つあるんです。というのは、区民からすると、区議会議員がどういうメン

バーがいるのかとか、それはあれを見れば一目瞭然なんですよね。それで、いらしている

かどうかということは、もちろん４階、５階に来てあそこを見ればわかるということなん

ですけれども、たまたま下に来た人が１階で確認できるという、それはより便利になると

いうこともそうでしょうし、身近になるということもあると思うんですね。だから、要す

るに区議会議員のメンバー、今は50人ですけれども、その50人が、きょうはどういうメン

バーが来ているのかなとか、そういうことから、４階、５階というのは人によっては意外

と敷居が高いんです。だから、下で見て、セキュリティー問題は４階で確認するとか、そ

ういうことが必要なのかもしれませんけれども、ただ、１階で確認できるとなると、また

違うんではないかなという思いはあるんですね。ただ、金額の問題がありますから、これ

は１階だけというのはわからないですか。 

○星区議会事務局次長 今現在７台ありますが、１台を追加、１つ増設するという考え方
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だと思うのですが、大分古い機種で、もう製造されていないということなので、やるとす

れば、全部一たん撤去して、設置し直さなければならず、1900万円程度の費用がかかると

いうことです。ですから、１台だけ今のものを追加するということはできないということ

です。 

○羽田委員 ということでは、現行どおりで。 

○中里委員 私も区民向けに１階で見れたらというような話はしていましたけれども、特

別にお金をたくさんかけてまでやるのかどうかというのは現状ではやっぱり重要だと思い

ますので、今の皆さんの大体のお話でも、現状のままということなのかなと思います。 

○大庭委員 費用を聞けば、建てかえのときのような費用じゃないですか。そんな簡単に

できる金額じゃなさそうだから。やったとしても、また建てかえたときにそれを壊しちゃ

うと何だという話になるから、金額的に難しいんじゃないですか。 

○あべ委員 ちょっと意見で、結局費用の面で、庁舎自体が古くなっているので、大庭委

員からも建てかえのときに検討したほうがいいという話が、何人かから出ていますけれど

も、建てかえのときにこうしたほうがいいという話を１つ蓄積して、庁舎問題の特別委員

会か何かがあったときには、庁舎ということで検討したけれども、議会はどういうふうに

するのかということは一切話し合わなかったような気がするんです。だから、これはこの

議研で、例えば議会のハードの部分でこういうふうにしたほうがいい、ああいうふうにし

たほうがいいという話があれば、それはそれとして蓄積しておく必要があるのかなと思う

ので、その蓄積の仕方はどうしたらいいのかあれなんですけれども、そういういろいろ提

案があれば、その提案も今後の庁舎の建てかえと、議会も含めてやるんでしょうから、そ

のときに生かせるようにしていただけたらいいなと、それは要望しておきます。 

○山内座長 そのうちその話も出てくるだろうと思いますので。 

 それでは、私としては、中村委員に申しわけないんだけれども、本件についてはほぼ現

行どおりでよろしいという意見が多いようなので、そのような扱いでよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山内座長 それでは、そのように決定し、議会運営委員会に報告することといたしま

す。 

 次に参ります。次に、４階・５階のセキュリティーについての協議に入ります。 

 議事堂のセキュリティーに関することなので、この項目の議事録に関しては今回も非公

 3



開ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山内座長 また個人的なものも出てくると思いますので、その辺をちょっと非公開とい

うことで、そのように決定をいたします。 

  

 

 

（議事堂のセキュリティに関する事項のため非開示） 

 

 

 

○山内座長 それでは、継続扱いとしたいと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 次に参ります。議事堂に公衆無線ＬＡＮ設置についての協議に入ります。 

 前回は、議会図書館のパソコンを利用した無線ＬＡＮを設置すべき、それから政務調査

費との関連を整理する必要があり、従来どおり会派ごとに対応すべきなどの意見がござい

ました。これらの意見を踏まえ、各会派の意見を持ち寄っていただくことになっておりま

した。 

 まず、研究会に参加しなかった会派からの意見を事務局よりお願いいたします。 

○星区議会事務局次長 特に意見はいただいてございません。 

○山内座長 それでは、それぞれの会派のご意見をお願いいたします。 

○あべ委員 私はこれを提案したのは、大変技術的に簡単なので、すぐできるかなと思っ

て提案したんですけれども、ただ、皆さん認識がばらばらで、設置に関してはいろいろ難

しいのかなと思われる方もいらっしゃるようで、統一的には賛同をもらえるのかどうかち

ょっと不透明なんですが、例えば議会の図書館にインターネットを引いていて、そこにル

ーターがあるのであれば、無線ＬＡＮのルーターをつけるだけの話なんですよね。そのル

ーターがついていれば、大体アクセスキーというのがあって、アクセスキーというのは何

とかですよと議員にだけ教えれば、無線ＬＡＮを使いたいというときに、そのアクセスキ

ーを入れるだけで使えると、それだけの話なんですけれども、それが難しいというのであ

れば、それは政調費の絡みだとなっちゃうと、話がすごいややこしくなってしまうんです
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けれども、私としては、趣旨としては、技術的には無線ＬＡＮルーターを１つつけるだけ

の話なので、極めて簡単ではないですかねというご提案なんです。それだけです。 

 例えば図書館で、無線ＬＡＮの接続が可能な自分のパソコンを持ってきて、インターネ

ットに接続してちょっと仕事をしたいとかということも可能になると。図書館には確かに

パソコンはありますけれども、そのパソコンよりは自分のパソコンのほうが使いやすかっ

たりということもあるので、無線ＬＡＮがあったほうが便利かなということでの提案でご

ざいました。 

○高久委員 うちの会派の中で今無線ＬＡＮでやっていますけれども、別に支障もなく

て、それは議会内で統一して１つといっても、やっぱり政調費の問題、取りつけ代とかと

いう話にもなってくるだろうし、あくまでも毎月のランニングコストとかという話にもな

ってくるんじゃないかなというふうに……。 

○あべ委員 ならない。 

○高久委員 ならないですか。 

○あべ委員 ならない。 

○高久委員 その辺、私も専門家じゃないからわからないんですけれども、今のところ、

やはり私どもは無線ＬＡＮで全部会派内は―議会費でやるということですか。 

○あべ委員 いや、もう１回説明しますから。やっぱり認識が違うみたいなので、私がコ

ストがかからないと言っているのは、例えば図書館だったら図書館に議会のものとして今

電話回線でインターネット回線というのは引っ張ってきていますよね。それは、図書館で

インターネットを使おうと思ったら使えるわけじゃないですか。それは毎月のコストとし

て議会費で払っていますよね。それを無線ＬＡＮで使えるようにするには、そこに無線ル

ーターというのをつけるだけなんですよ。それは量販店の電気屋に行くと、無線ルーター

というのを売っていますから、せいぜい今5000円ぐらいだと思います。それをインターネ

ットの線を持ってくるところにくっつけて、そこから電波が飛ぶようにするだけなんです

よ。それだけで、あとランニングコストなんかは一切今までどおりなんですね。だから、

簡単な話ではないですかと言っているだけなんですけれども、今言ったように、例えば政

調費でランニングコストがかかるとか、議会費で月々ランニングコストがかかるとかとい

う話ではなくて、その無線ルーターというのを今あるインターネットルーターに線でつな

ぐだけで電波が飛ぶようになるんですよ。わかりますか。 

○中里委員 たしか図書室のものは３ネットという話ですよね。だから、あべ委員はちょ
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っと勘違いしているんだけれども、庁内ＬＡＮなんですよ。庁内ＬＡＮは勝手な機械をつ

なぐと、それはセキュリティー上問題があるからできないと。だから、我々はそういう庁

内ＬＡＮとは関係なく自前の回線で外部と接続しているわけです。だから、議員が自由に

使えるものということであれば、庁舎のＬＡＮとは関係ない回線を持たなきゃいけないと

いう話で、それは皆さんそれぞれ負担してやっていると。共通でやるなら共通で、新しく

その回線を確保するということなので、政調費だとか何だとかという話になってくるわけ

です。 

○星区議会事務局次長 今中里委員がご説明いただいたとおりで、図書室のものは３ネッ

トです。区の中の仕組みですから、区の情報セキュリティーの中に入っているもので、私

物は一切そこにつけられないというのは大原則になってしまいます。ですから、図書室の

ものがあるから、使えるかというと、今の説明のとおりで、使えない。だから……。 

○あべ委員 単独じゃないんだ。 

○星区議会事務局次長 実施するのであれば、政務調査費とかという形の選択肢でやって

いるというのが現状です。 

○あべ委員 ３ネットという認識がなかったので、あれは単独の回線かなと思っていまし

たので、そうすると、議会費で月々費用を出してという話になると、皆さんが一致してそ

れは必要だということでなければだめなんでしょうから、会派によってはもうインターネ

ットの回線を引いていらっしゃる会派もあると思いますので、それはそれでもう間に合っ

ているという話ならば、要らないでしょうという話になってしまうと思いますので、これ

は取り下げということで。 

○山内座長 わかりました。ほかは意見はもう大丈夫だと思いますので、現行どおりとい

うことで、そのような取り扱いでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山内座長 それでは、そのように決定し、議会運営委員会に報告することといたしま

す。 

 その次に、議員専用駐車場の廃止についての協議に入ります。 

 前回は、行政財産を有効に活用するために、議員駐車場を廃止すべき、議員の活動、議

員の役割などとセットで議論すべきなどの意見がございました。これらの意見を踏まえ、

各会派の意見を持ち寄っていただくこととなっていました。 

 まず、研究会に参加していない会派からの意見を事務局よりお伺いいたします。 
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○星区議会事務局次長 意見につきましては特にいただいてございません。 

○山内座長 それでは、各会派のご意見をお願いいたします。 

○下山委員 私は、やっぱり議員の活動というのをとらえる必要があると思うんですね。

私も役員というのをうちの会派の中ではやらせていただいていまして、そうすると、普通

の委員会であるとか、そういったとき以外でも、結構会派の意見を調整したりとか、それ

から個別に議員同士の話をして納得してもらったりとか、議会が開かれていないときにも

かなり来ているわけです。ですから、やはり議員としての駐車場は必要だと思うんです

よ。 

 あえてどうしても庁有財産ということであれば、多少議会があいているときは庁有車を

使うというくらいがよくて、あいているからといってやはり一般の方に議員としての駐車

場を誘導するようなことは、万が一のときなんか、例えば車を移動させなければいけない

ような非常事態とかを考えれば、やはり議員の車か庁有車を使うというようなことでおさ

めるのが限度かなと思います。原則としては現状でいいと思います。 

○高久委員 私どもも、例えば区役所に議会があるときに来る際に、電車で来るとか、バ

スで来るとか、そういった交通手段はいろいろあると思うんですけれども、私たちも議員

活動ということで、区民の意見を聞くなりして、あっち行ってこっち行って、区役所に来

て、終わってからまた区民のところに行かなきゃいけないということで、やっぱり車に依

存するというのはかなり多いというのは事実です。ただし、やっぱり公共利用で有効利用

ということで一般に開放するとなると、今度駐車場がなければ違うところ、外で探すと

か、そういったことも必要になってくるし、そういう手もあるのかもしれませんけれど

も、やはりいろんな意味で議員として活動していく上では専用駐車場があったほうがいい

んじゃないかと思っております。 

 そういった意味から、今下山委員からもおっしゃられたように、ある程度、例えば庁内

利用で考えるとかということであれば、まずそういった線はあるのかもしれませんけれど

も、一般開放ということについては、まだちょっと議論の余地があると思っておりますの

で、当面はそういった意味で、議員、また庁内利用ということを主軸にとらえてやるべき

じゃないかなと思っておりまして、一般に開放というのはちょっと時期尚早であり、また

いろいろ討議した上での話になるんじゃないかなと思っています。 

○あべ委員 ご意見いただいていますので、ごもっともな理由のように聞こえますけれど

も、事実としてお話ししておかなければならないのは、今車を事務局に登録している議員
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は38人、本会議等で車で来庁している議員は26名から28名、そうすると、先ほど申された

委員の方が車でなければ議員活動ができないというごときの発言をされていますけれど

も、それ以外の車で来ていない方は議員活動ができないってことですか。私も車で来てい

ませんけれども、十分に議員活動はできていますし、なぜこれを今回提案しているかとい

うと、区民の皆さんにアンケートもさせていただいたり、いろいろお話をさせていただい

て、何で区議会議員が車で来なくちゃならないんだと、根本的な、単純な区民の方の理由

ですよね。何で区議会議員は10時から本会議があるのに車で来なくちゃならないんだと。

ごもっともな話ですよね。普通は会社員だったら、６時や７時ぐらいに電車に乗って、１

時間ぐらいの通勤時間をかけて会社に通っているんですよ。なのに車じゃなくちゃ議会に

来れないという理由は、私はないと思うんですよね。 

 それで、ほかの議会とかの兼ね合いも見て、議員の友達も多いですから、いろいろお話

も聞いていますけれども、世田谷のように専用駐車場として確保していて、議員が来ない

ときに、あのようにあいているというような状況を放置している議会は今ほとんどないん

ですよ。大概は区民の利用と一緒に使っていて、例えば区議会議員が来たときには、公務

で来た場合には、それはもちろん無料になるような券を使ったりなんかしていますけれど

も、区議会議員が役所に来るという場合も私用もあるわけだから、それは区民と同じレベ

ルじゃないですか。確かに公務で、きょうは議会の委員会がある、本会議があるというの

は公務でいいと思いますよ。区議会議員だって、私用でいろいろ来て、区民の皆さんは時

間に応じて１時間以上とめたら幾らだとお金を払ったりなんなりしているのに、それを何

で区議会議員は公共施設を使って無料なのと。それも公務でもないときに使って、それで

無料なのと。ふだんは、区議会議員のために駐車場として専用の駐車場が、区民も使えな

いようになってあいているという状況はおかしいんじゃないですかということも区民に言

われているので、私は議会にこうして提案をさせていただいているんです。 

 その上で、議員活動をするには駐車場がなくちゃならなくて、車じゃないと議員活動が

できないと、私はそんなことはないと思うんですよね。私は自転車しか持っていないです

けれども、議員活動もしっかりしていますし、きょうは弦巻のほうにある松丘幼稚園に自

転車で行って、周年行事にも出てきておりますけれども、その後、ここに、議会制度研究

会のほうに参ってきています。行事も幾つかあって、別に電車で来ているわけでもなく

て、自転車で来ていますけれども、車でなくちゃ両方行けないようなことは一切なくて、

先ほど言われた話というのは全く詭弁にしか聞こえないということですよ。 
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 ですから、この車の問題はぜひとも―もちろんあれば便利ですよ。議員の皆さんがあ

っち行ったりこっち行ったりしたときに、役所に来るのに車で来ると、それは便利でしょ

う。だけれども、今はそういう時代じゃなくて、区民の皆さんから見た場合に、何で区議

会議員さんだけそんなに優遇されていて、役所の施設をただで使えるのというのが区民の

目線ですよ。だから、もちろん、皆さん公職で、我々は公務に来ているんだから、こうだ

ああだという理屈はあるんでしょうけれども、区民はそういうことは納得しないんじゃな

いですかということで提案させていただいているんですよ。 

 ですから、いろいろ理屈はあるんでしょうけれども、私は現実に車で来ているわけでも

ないし―前は来ていましたよ。前はあなたは車で来ていたじゃないかと言われたら、確

かにそうだけれども、私も区民と同じように考えれば、区議会議員が役所に、本会議だ、

委員会というのに車でなくちゃ来れないなんていうことはないなと思いましたので、役所

に車で来るということは一切やめているというのが現状です。雨が降ったときには公共交

通機関で来ているんですよ。それは可能な話で、今皆さんが言われた話は、区議会議員は

忙しいから車じゃないと役所に来れないというのは本当なんですか。 

○羽田委員 言っていることはごもっともな話なんですよ。区民の目線もありますし、そ

れからあべ委員の主張もよくわかりますよね。ただ、議員の行動のあり方とか、役割と

か、それはそれぞれであっていいはずなんですよ。だから……。 

○あべ委員 車と関係ないじゃない。 

○羽田委員 いやいや、関係あるんです。その行動のパターンなんだから、その人の行動

のあり方までを規定することは我々はできないんですよ。ですから、自転車で活動されて

いる方もいらっしゃいますよね。それは、例えば自転車で活動していれば、道端で会った

ら声をかけられるとか、私も地域を回るときにそれを経験していますよ。それはそういう

方もいらっしゃるんですよ。だから、ここに、本庁に来るまでに自転車で来れば、だれか

しらに会うから、それがいいと思っている人もいれば……。 

○あべ委員 そんなの関係ないよ。 

○羽田委員 いやいや、いるんですよ。だから、つまりあべ委員の主張でいうと、行動の

あり方まで規定することになりますから、それは避けるべきだと。私が言っているのは、

その問題と別に考えたほうがいいということなんですよ。そこまでは言う必要ないでしょ

うということなんです。つまり、車でしか動けない人というのも現実にいるんですね。動

けないと言ったら怒られちゃうけれども、うちに１人いるんですよ。それははっきり言っ
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てそうですよね。電車に乗っていったら大変時間がかかるとか、それはやっぱり自分の行

動に支障が出るから車で来ているわけですよね。行動としては、それだけは譲れないんで

すよ。だから、そのこと自体を否定する必要は私はないと思っているんです。だから、そ

れはまず前提として考えるしかないということを私はまずあべ委員に言いたいんですよ。 

 それと、確かに区民の目線というのはあるんですよね。ただ、区民に対しては、我々は

そういうふうにちゃんと説明していく必要があるわけですよ。説明する義務もあるわけ。

議員というのは行動がいろんな人がいるわけだから、行動のあり方があるわけですから、

それも含めて考えていただきたいということは―それは言われるのはあべ委員だけじゃ

ないですよ。専用駐車場があるのはおかしいじゃないかとか、特権じゃないかとか言う人

は我々の周りには何人かは必ずいますよね。だけれども、そのときにそういう説明ができ

るかどうかということも含まなくちゃならないということなんですね。 

○あべ委員 説明なんかするつもりないもの、要らないと言っているから。 

○羽田委員 ないんですね。そこは全然違うんだ。 

○あべ委員 ちょっと考えが違うというのは、これは羽田委員の土地でも何でもなくて、

羽田委員の土地だったら幾らでも使ってもらって結構ですよ。でも、これは世田谷区の土

地で、世田谷区民の公共施設ですよね。そこをたかだか50人の区議会議員が区議会に出る

ために確保をして、それも年間62日ぐらいの公務日数ですよ。300日ぐらいはほとんど議

会に出てきていないと。そういう中で……。 

○羽田委員 自分のことでしょう。 

○あべ委員 いやいや、それはだから、それぞれ立場が違う人もいるから、それは会派の

問題とか、そういうこともあるけれども、私は公務日数で言っているんですよ。公務日数

でアベレージで言うと、62日というのは議会事務局でもはっきり言っている話で、そうい

う状況なわけですよ。それで、ある意味皆さん出勤をしてきて、ここで仕事をする上で車

で来ましたと。特別公務員になっているんでしょうけれども、世田谷区の公務員で車で出

勤しているという方は、一部いますよ。もちろんハンディキャップの方が車で来られてい

るとかということはあるけれども、公有財産から受益をしているということは間違いがな

いわけですよね。それで、これを違うものに振り返れば、それなりに区民の福利になると

いうことなんですよ。なのに、使わないときには全く使っていないような状況で、それを

放置して、区議会議員の便宜のためにあけておかなくちゃならないという理屈はどこにも

ないんですよ。それで、確かに区議会議員はそれぞれ皆さん車で来なくちゃならない人も
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いるとか、それぞれ個体の理由によっていろいろあるでしょうから、使ってもいいです

よ。皆さん区民が言っているのは、それならば、金を払って、駐車代を出して使ったらど

うですかということですよ。何も区議会議員の専用駐車場で無料で使えるというような状

況にしておかなくても僕はいいと思いますよ。それならば、公共財産を使うという受益を

するのであれば、それ相応の負担をするということが当然じゃないですか。 

 それで、今例えばほかの公共財産を使うに当たって、区民が受益者負担だとか何とかと

いって利用料を上げたりなんなりするという状況もあるわけですから、それを考えれば、

世田谷区の区議会議員も、世田谷区の公共財産から受益をするのであれば、それ相応の負

担をするということは、私は別におかしな話ではないし、区民から見れば、それは当然じ

ゃないのということじゃないんですか。それが、区議会議員は公の仕事をしているから、

専用の駐車場を設けて、我々はそれぞれの事情によって車で来なくちゃならないこともあ

るから車を使うのは当然だと。その理屈はいいですよ。じゃ、公共財産を使うんだから、

それ相応の受益者負担をしたらどうですかということを言っているんですよ。一般の区民

と同じように、時間に応じてそれなりの負担をするということでもいいんじゃないです

か。だって、車で来ていない区議会議員だっているんですよ。区議会議員は車で来ること

という決まりに規定でなっているんですか。そんなことは一切ないんですよ。なのに、車

で来ている方は受益者負担で駐車場を無料利用している。区議会議員で自動車で来ていな

い方は、別に駐車場を利用していないわけですよ。この不公平感はどうなるんですか。 

○山内座長 あべ委員のご意見も同じことが何回か出てまいりましたので、ここでちょっ

とご意見をいただいていない方からきちっとお話しいただきたいなと思いますので、共産

さんとみ行さんと民主さん、まだお話しいただいていないので。 

○中村委員 あべ委員がおっしゃっていることが、方向性は一緒なんだけれども、徐々に

変わっていっているんですよ。というのは、最初は、スペースとしての利用として、税外

収入を含めた、あいているからもったいないじゃないかというところは、僕は結構理解し

ますと。採算ベースに乗ったりとか、つけたりとかがあるので、わかりませんけれども、

そこであいているのがもったいなくて、それで税外収入を取るという方向性は僕はアグリ

ーにしますと。ただ、議論の流れで言っちゃうと、議員は車で来るべきじゃない的な議論

もあるし、最初は、ほかのところでは議員はとめたときに無料券が出るとかと言っていた

けれども、やっぱりそこは払うべきだということになると、そこになっていっちゃうと、

前回もあったけれども、じゃ、本会議とか委員会があるときは公務として払うのか、政調
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費で落とすのかわかりませんし、それ以外の日の事務処理に来たときにはどういう形で払

うのかとかと考えたときには、やっぱり議員がまず車で来ちゃだめよ的なルールというの

は多分無理だと思うし、議員がとめたときにお金を払えというのも多分無理だし、乗れな

いなというのが率直な意見なのです。純粋な、議員は議員としてあるよと、それをあいて

いるときのスペースを活用しようというのであれば、気持ち的には僕は理解できるので、

あべ委員が最終形はどこに持っていくことなのかを多分もうちょっと１本にしていただい

てからの議論なのかなという感じです。 

○中里委員 議会活動、議員活動をする上で、駐車場は必要なものだと我々も、実際使っ

ていますしね。仕事として来ているわけですから、そこでまたお金を払うというのも変な

話ではあるんです。区民に対しても本来駐車場は無料であるべきだという主張は我々はか

つてしていたと思うんです。それから、事務局で駐車券を出してもらうときがありますよ

ね。役所に特別に用事があって来たときに無料券が出るような仕組みもたしかあったと思

うんですけれども、やっぱり役所に区民が用事があって来る。そこで駐車場を使うのにお

金をもらうというのは、本来違うんじゃないかなと私は思っていて、用事があって来るわ

けですからね。ですから、我々の活動する上で必要なものなので、そこはちゃんと確保し

ていきたいなと考えております。 

○大庭委員 うちの会派の実情でいくと、車を使っている人と主に自転車というのが半々

ぐらいなんですけれども、もし車を使う理由を挙げろということであれば、ご存じのよう

に、多分議会の中で一番パネル等を使っているので、パネルを運ぶのには、あれは自転車

でもバスでも無理なんですね。歩いて持ってくるということもちょっと不可能なので、あ

れは素材も含めて現場でつくることもあれば、分かれて各家でつくってくることもあれ

ば、いろいろやりとりをするということもあって、そういう意味では、議会活動に車は欠

かせないというのが１つ理屈としてはあるんですよね。 

 ただ、我々も含めてというか、入用ですけれども、いわゆる公務員が使っている車、軽

トラとか軽自動車とかがありますよね。要するに１つ公務員というものが受益としている

ことというのは、それは私益なのかということの議論があると思うんですよね。一般の公

務員が何らかの利益を受けているということは、それは公益であって、区民の皆さんに還

元されるべき利益になっているんじゃないかなと思うんです。我々議員も、我々がここに

来て駐車場を使うことで、映画館とかが近くにあって、自分の娯楽のためとか、ディズニ

ーランドが隣にあって、そのために駐車場を使うとかいうようなことであれば、それはま
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た別でしょうけれども、恐らくみんなが集まって会議をしたりするというのは公益のため

に受益を受けているということで、そこで議論をして―60日間ということは事実上あり

得ませんからね。60日間の前後とか、その前に相当相談とか―１人のときはそうだった

かもしれないけれども、４人もいればいろいろ議論をするとか、情報を共有するというこ

ともあるし、いろいろさまざまなことがあるので、集まらなくちゃいけないというとき

に、そこで受ける受益というものが、私益であれば別ですけれども、それが結局公益とな

って、よりよい議論とか、よりよい議会活動につながっていけば、結果として区民の皆さ

んに還元できるということであればいいなと、そこまでは断言できませんけれども、我々

はそういうことで仕事をしているわけであって、そこで受ける受益というものを、個人的

な楽しみというか、個人的なための私益というふうに断定するのはどうかなという気はし

ます。 

 ただ、一般的に区民の皆さんにそういうふうに見られがちだということについては、や

はりその辺は自分たちの行動というか、活動を通じて説明していかなくちゃいけないこと

かなと。決して我々は、娯楽のためとか、自分の楽しみのために駐車場を使っているわけ

じゃなくて、限られた時間の中で、限られた有効な結果を残すために毎日仕事をしている

んじゃないかなという気がするので、その辺の仕事観が違う、受益という考え方がちょっ

と違うかなという感じはするんですね。話になっているかどうかわかりませんけれども。 

○山内座長 予定の20分がまた大幅に過ぎましたので、まとめに入りたいと思います。 

 本件については、本日のところ、ほとんどの会派が必要であるに近い、また考え方とし

て有効活用ということもあったようですし、ほとんどの会派が駐車場は必要というような

ご意見だったと思います。しかし、提案者のほうからいろいろ持論が出てまいりまして、

区民目線、いろいろありましたけれども、本件については一応継続扱いとしたいとあえて

思いますけれども、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○あべ委員 最後に意見を申し上げておきますけれども、私は提案をしたスタートという

のは、やはり議会がないとき、もしくは駐車場があいている時間というのが日数が大変多

いということで、区民の皆さんにいろんな受益者負担だということで、いろんな負担を求

めるということであるならば、そうした無駄をしっかりと区議会みずからなくしていくと

いうことは、私は必要なことだと思うし、区民の皆さんにそういう姿勢を見せていくとい

うことも、これは議会や行政に対する信頼を確保する上でも大切な作業だと思っていま
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す。その上でこの提案をさせていただいたわけです。 

 先ほど中村委員が言われたように、無駄に関しては同じ方向性でアグリーだということ

で大変心強い話なんだけれども、ただ、いろいろ私が主張している中で、ほかの委員の皆

さんから、区議会議員はこういう仕事だからこういうふうに駐車場が必要で云々かんぬん

という話をされてしまうと、区議会議員全員が車で来て議会活動をしているわけではない

わけですし、議会活動イコール車がなければできないという理屈には私はならないわけ

で、それならば、今の区議会の議員の専用駐車場のあり方を含めて、やはり問題として皆

さんに提起をさせていただいて、今後のあり方を真剣に議論していただきたいということ

で今回は提案をさせていただいたわけです。 

 これは、提案するに当たっては、私の知っている区民の方にもかなり多くの方にこのこ

とは意見を伺って、それはちょっとやっぱり考え直すべきじゃないのという話が区民の皆

さんは大半ですね。区議会議員に言うと、車を使うのは当然だと。区民の皆さんと区議会

議員の皆さんとの全くかけ離れた感覚というのは、まさに浮き彫りになったのかなと思わ

ざるを得ないかなと思っております。私も地域に帰って、区議会でこういう提案をさせて

いただいたけれども、それぞれの委員の皆さんがこういう話だったということを、議事録

もありますから、それをもとに皆さんに報告をさせていただいて、また今後、議会の改革

に向けて提案をすることもあるでしょうから、また提案をさせていただくということにし

たいと思います。 

○山内座長 それでは、本件については継続扱いといたします。 

 次に参ります。次に、議員ポスト投函資料のデータ化についての協議に入ります。 

 前回は、ペーパーレスの観点からポスト投函資料をメールで送信してもらいたい、それ

からポスト投函資料のタイトルだけでもよいからメールで知らせてほしいなどの意見がご

ざいました。これらの意見を踏まえ、各会派の意見を持ち寄っていただくことになってお

りました。 

 まず、研究会に参加していない会派からのご意見をお願いします。 

○星区議会事務局次長 あらたの佐藤美樹議員からの意見が出ておりますので、読み上げ

ます。タイムリーな情報など時間が経過すると意味がなくなる情報の場合は、メール等で

知らせていただけるとありがたいと、以上のような意見がありました。 

○山内座長 それでは、それぞれの会派のご意見をお願いしたいと思います。 

○あべ委員 これは民主党さんも主張されているようですけれども、そもそもいわゆるペ
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ーパーレスの問題もありますよね。ペーパーレスの問題というのは、私は議員に当選した

ときから十数年こういう話はさせていただいているんですけれども、一向に進んでいない

んですね。議会でも紙ベースの資料提供というのはずっと続いているわけでして、これを

やっぱり変えていかなくちゃならないというのも、民主党さんなんかも、たしかそういう

話もされたと思います。特にポストに入れてしまえば情報提供したというような、時間的

な経過とか、そういうこともあって、役所に来たときにすごい数の資料が入っているとい

うような状況で、先ほどあらたの佐藤議員から要望があったように、随分遅くにその情報

を見るという場合もある方もいらっしゃると思うんです。そうすると、じゃ、情報提供の

ときに、どうせ紙で刷るということはデータがあるわけだから、データをメールベースか

何かで配信をしてもらうとか、それはちょっと手間がかかるというのであれば、こういう

内容というか、表題だけでもメールで、こういう資料がきょうはポストに入ったというよ

うなことの提供は、私はしていただけたらいいかなと思うんです。 

 事務局として手間がどれぐらいかかるかということで考えると、そんなに仕事量がふえ

てしまうという、一斉配信すればいいわけなので、同じ内容のことを同じ50人にメールで

提供するというのは、現在も開催通知なんかはメールでいただいているという状況ですか

ら、技術的には可能かなと思うんですけれども、事務局では仕事上の負担という点ではど

うなんですか。 

○星区議会事務局次長 確かにポスト投函は、理事者側からいろいろな資料が来ます。あ

て先も、全議員から各会派、個別、委員さんとか、いろいろな仕分けがされる中でのポス

ト投函ということになります。その中で、さらにその重要なものがどうかという判断も入

ってくる等々を考えますと、作業的には実際どのぐらいあるかと。実際やっていません

が、意外とシステム的にきちっとつくっていかないと、手間のかかる量だなという感覚は

持っております。 

○あべ委員 それと、事務局に伺いたいのは、ポストに投函をされる紙ベースの資料とい

うのは、すべて事務局を通さないと投函できないという認識でいいんですよね。 

○星区議会事務局次長 中身がいいか悪いかは別にしまして、部屋にかぎがかかっている

ところもございますので、事務局を通してもらった上で、事務局ができれば投函をすると

いうような形をとっております。 

○あべ委員 そうすると、事務局は各議員のポストに、個別のものは別として、議員全員

に配付するような資料があった場合には、その情報は把握をしているということですよ
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ね。それならば、個別に各議員50人にメールを送るという作業が難しいのであれば、例え

ば議会のホームページの中に議員専用のウインドウか何かをつくってもらって、アクセス

のＩＤか何かを入れれば、きょうは何月何日、こういうのが投函されましたというような

ことが見れるウインドウを１つつくってもらえば、それで済む話ですよね。そういうこと

は可能なんですか。可能だと思うけれども。 

○星区議会事務局次長 情報化の関連ですから、多分できないということはないんだと思

います。どのぐらいの費用で、どのぐらいの手間がかかってというようなことを検証し

て、それがポスト投函だけのものでいいのかどうかも含めて、全体的に議会として例えば

どのように取り組んでいくのか。今民主党さんはペーパーレス化の話をしていたというお

話も出ていましたけれども、費用対効果等も含めて検討していくことになると思います。

ですから、その辺はきちんと検証していかないと、いけないというのが事務局の思いでご

ざいます。 

○あべ委員 ほとんどの議員がホームページを持っていて、ホームページ改訂とかをされ

ているから、費用に関してもどれぐらいの費用がかかるかというのは大体わかると思うん

ですけれども、少なくとも私が自分でホームページをつくっているところにお願いした

ら、１ページつくってもらって、そこにＩＤでアクセスができるようにして、それで入力

ができるようにしてほしいといったら、恐らく２万円ぐらいだと思います。費用がどうの

こうのということで見積もりをしてもらったほうがいいと思いますけれども、方式はどう

いう方式なのかということも、それは検討が必要だと思いますけれども、今言ったホーム

ページ上に、例えば議員専用のアクセスのできるウインドウを新たにつくって、ＩＤなり

なんなりで入るというようなことをちょっとつけ加えるというぐらいであれば、費用で考

えると、少なくとも私がお願いしている事業者さんであれば、恐らく２万円、その程度だ

と思います。 

○中村委員 ペーパーレス、うちはずっと言っていまして、今回いろいろと提案もあった

と思うんです。前回共産党さんが言っていただいた、こういう紙が来たときに、全部コピ

ー機に入れたら、全部ＰＤＦ化してくれると、データがパソコンに入ってくるよというの

が多分すべて解決できるんじゃないかなと思って、それいいじゃないとなったんですけれ

ども……。 

○あべ委員 そこまでやる……。 

○中村委員 そこまでというか、それはぱっとやって、入ったものを流せば、逆に言う
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と、いろんな新聞を集めて今ニュースを毎日やってくれているじゃないですか。あれより

絶対簡単な作業だと思うんですよ。それで、一斉送信のをつくっておいて、そこをぽんと

押せば全員に行くわけじゃないですか。入れて取り込んで送るだけだと思うんですね。問

題とすれば、データが重過ぎるというところ、あと冊子をどうするかという問題―冊子

はちょっと問題があると思うんです。でも、そういう問題も含めて解決していけば、道は

すごく意外にあって、そんなに手間もかからないはずだと思っています。それを見るかど

うかはまた別として。意外に人件費だ、手間だと―事務局も未知のところで、わかるけ

れども、意外にあれなんじゃないのかなと。とにかくコピー機みたいな機能がついている

のを１個買わなきゃいけないのはあるのかもしれませんけれども、ぱぱっと入れて、ぱっ

とやって、それでぴっとやれば、それは届くというのであれば、実現は近いんじゃないか

なと思っているんです。共産党さんの意見から会派で盛り上がりまして、ありがとうござ

いました。 

○中里委員 うちでやっているんですけれども、たまたまうちで買っていた複合のコピー

機のマニュアルを見ていたら、ＰＤＦにしてメールで送信ができる機能がついているとい

うことだったので、会派の中のＬＡＮに接続して、その機能を設定してみたら、うまくい

ったということで、会派の中で紙にコピーする量が随分減りました。紙でコピーするかわ

りに、クラウドのサービスを使っているんですけれども、そこにメールで、ファクスの登

録と同じなので、同時に送ってしまう。みんなでパソコンの画面を見ながら議論をしたり

というふうになっていて、作業は簡単です。紙も減りました。 

○あべ委員 それで、例えば事務局からも、所管からも、たまにお電話でこういう内容の

ことでという話をいただくことがあるんですけれども、今言ったＰＤＦ化して資料そのも

のを送ってしまうといったほうが、私は電話をかけるよりはコストは全然安く済むと思う

んです。メール代は別にかかるわけじゃないから、ＰＤＦ化する複合機か何かがあればい

いわけで、一々お電話いただくのもいいんですけれども、もうちょっとコストがかからな

いやり方というのをぜひ検討していただきたいなと思っております。 

 そういう意味では、今共産党さんの言われたようなＰＤＦ化をしてメールで送るという

のは、１つ解決の方法だと思うので、それも含めて、やり方に関してはいろんな方式があ

るでしょうから、ＰＤＦ化してメールで送るという方法もあるだろうし、ホームページ上

にそういうウインドウをつくって、そこを閲覧するというやり方もあるだろうし、どれが

一番コストがかからなくて、最も効果的なのかということも含めて考えていただきたい。
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それにはやっぱりお金がどのぐらいかかるのかを調べてもらわないと結論も出せないでし

ょうから、それをちょっと調べていただきたいなと思います。 

○小松委員 共産党さんもやっていらっしゃるということだったんですけれども、うちも

去年から、うちの会派の中のＩＴ部長が１人、議運委員長がいまして、積極的にやっては

いるんですけれども、結果としてはだれも見ていないということですね。また、１期生の

役割なので、全委員会のがすべて入っておりますけれども、だれも見ていない。見るとき

は、結局打ち出すんですよね。やっていらっしゃるので、共産党さんはよくわかると思う

んですけれども、多分１枚か２枚とかだとＰＤＦで見るのはそんなにストレスないと思う

んですが、例えば委員会資料で数十枚とかとなってくると、紙で見るのと、スクロールし

て見るストレスってすごくあるので、やっぱり大量のものというのは結局打ち出して見る

ようになってしまうんですね。 

 結論から言うと、将来的にはＩＣＴ化がどんどん進んで、バンバリーでもここにｉＰａ

ｄか何か差して見ていたとか言っていましたけれども、委員会だったりとか、議場とかで

も、ここにスクリーンがあって、そういうのが日常的にやるようにできるような環境にな

ってくると、もっともっとその辺は進むのかなと思っているんですが、現状それをやろう

と思うと、中途半端感は否めないなと思っていて、負荷だけかかって、結局紙でくれとい

う人もいれば、データでくれという人もいれば、これは念のため紙で打ち出しておいてく

れとかということになって、何となく複雑になるんじゃないかなというのがうちの会派の

中の雑駁とした感想です。 

 なので、将来的といってもいわゆる近いうち、数年、野田さんの言う近いうちよりは若

干長いと思うんですけれども、いずれはそうなってくるんじゃないかなというのはあるん

ですが、今いろいろトライアルしていく結果、実際にそれに移行していくのは、なかなか

運用としてはうまくいかないんじゃないかなという感想は持っています。 

○中里委員 小松委員の言うことはそのとおりだと思うんです。開催通知をメールでとい

うのも、会派の中でメールでもらっているのは私だけなんですね。結局使わない人は紙が

いいというのはあると。我々もデータ化を会派の中でやっているというのは、全員にパソ

コンを持たせて、義務的にやって、その場でみんな画面で見ようよというのをやって、特

に質問前なんかは、それぞれの原稿をちょこちょこ直しも入ってというような紙を大量に

コピーしてというのはなくなって、それはデータでやっちゃうというのが非常に効率的に

なっている。だから、やっぱりケース・バイ・ケースで、いいところ、悪いところがある
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し、冊子なんていうのは、私もスキャンしてファイルにしたりはしていますけれども、こ

のぐらいの冊子だと何十メガとか、何百メガとかというふうになっちゃいますから、メー

ルじゃ送れないですし、それは本当にケース・バイ・ケースだけれども、試しにいろいろ

導入していくとか、部分的に始めてみるというのはいいんじゃないかなと。 

 それから、理事者からデータですごい表みたいなのが来て、我々もそれをいろいろ分析

したり、加工してみたいなと思ったりするようなものを直接エクセルのデータでもらった

りとかができれば便利だなと思うこともたくさんあるので、そういうのは進めて……。 

○中村委員 でも、それを加工して、都合よくしちゃうとかというのがあるからだめなん

じゃないですか。 

○中里委員 それはもとのと加工したものは違う扱いになるわけじゃないですか。 

○高久委員 私も実は開催通知書を紙でもらっている１人なんですけれども、なかなか印

刷に回すのが面倒くさいということで、紙でもらいたいというのがあるんですけれども、

あとメールなんかも、私のところは変なメールが何十本も入ってきて、我々のメールアド

レスはオープンにしていますので、いろんなメールが入ってきて、どれがまともなメール

かわからないぐらい、消すのが結構大変だというぐらいに入っているのが現実です。だか

ら、実際全部メールになって全部チェックできるかどうかというのも、私にとっては非常

に疑問があるんですけれども、ただし、今中村委員がおっしゃるように、こういうペーパ

ーレス化になっていることも事実だし、そういう社会になっていくということでもありま

すから、コストとか手間とかということも含めて、できるところから徐々にやっぱりやっ

ていくという必要は十分あるんじゃないかということは認識しています。ただし、やはり

コストとか、手間とか、できるところできないところを含めてやっていくしかないのかな

と思っているところです。 

○大庭委員 これはうちも共産党さんに負けないくらいいろいろ研究なんかしていて、こ

れはやっているところとやっていないところというのは、これからいろんな意味で恐らく

相当差がつきますよ。だから、それは好き好きだから、これは実は会派間競争みたいな話

で、議会で合意がとれなければ、それはそれでいいんだろうけれども、今の時代、会派の

経費でやろうと思えばいろんなことがやれるので、この部分でどんなことができるか試し

て、いろんな形でやるというのは、本来議会としては必要なことだと僕は思うんですよ

ね。ただ、全体として合意がとれないようであれば、それは会派として独自でいろんなこ

とをやってみるということで、いろんな情報の共有の仕方というのを私たちもいろいろ考
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えているので、その意味では、議会的にはいろいろ研究というか、実験的な試み、トライ

アルをやってみるべきだと僕は思います。ただ、それがいろいろいいところと悪いところ

があるんですけれども、でも、やっぱりこれだけ技術が我々のすぐ手の届くところにあっ

て、先ほどの重いのも結構送れるんですよ。今無料のサービスがあるので、だから、そう

いうのもあるし、いろんなサービスがちまたにあふれていて、有料、無料も含めてトライ

アルしてみると、思った以上に便利というか、僕はそういうふうに思っているので、議会

としてはぜひやるべきじゃないかなと。 

 議会事務局は知らないですけれども、実際行政の中では相当進んでいるみたいで、その

辺の差が、行政の仕事のやりくりと議会のやりくりというのがだんだん差がついてきちゃ

うと将来どうなのかなと。実際には、議会ではなかなか進まないけれども、都計審はもう

使っていますよね。プロジェクターを使ってどんどんやっているわけですね。つまり議会

のすぐ外では行政もどんどんやっているわけですよね。だから、そういうふうにやってい

るんだったら、それと同じようなことを、例えば都市整備だとか、区民生活だとか、その

現場写真だとか、現場の状況だとか、一度も見たことはないですよね。でも、都計審では

じゃんじゃん何回もこれをやっているわけですよね。だから、やろうと思えば、行政はや

っているわけですから、それをなぜ議会が取り込まないのかなと、その障壁が僕はよくわ

からないんだけれども、議事録主義というのが建前としてはあるのかもしれないけれど

も、よりよい議論をするためには、やはり言葉だけじゃなくて、いろんなデータを見れる

ような形にすべきじゃないかなと僕は思っています。 

○羽田委員 私はちゃんとメールでもらっていますけれども、ほとんどあけたためしがな

い。それで、私もこれは別に共産党から前に話も聞いたことがありますから、いい方法だ

なとは思っているんですね。ただ、それを会派の中でやれているかというと、やっていま

せんけれども、正直言って、やっぱりなかなかそこまで行っていないという方もいらっし

ゃいますから、先ほどの自民党の話じゃありませんけれども、だれも見ていないと。一方

的に送るだけ送って、それでおしまいみたいなことにもなりかねないということもあるん

ですね。だから、その辺の一定の配慮も必要なんでしょうね。だから、一定程度進められ

ることは進めていくということなんでしょうけれども、多分職員と違うところは年齢層が

大分違う、70歳でも働ける職場というか、そういうところもありますので、その辺の配慮

を含めた対応です。 

○山内座長 今副座長と話をしたんですけれども、これは継続というよりは、各会派皆さ
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ん、ある意味ではもう進めていかなければいけないということでのまとまりはできている

と思うんです。それで、我々としても継続としないで、またこれをやるべしといって送る

のではなく、ちょっと相談させていただいて、また事務局としてもどれだけ可能である

か、また例えば各会派別個に進めていくべきものもあると思うんだよね。だから、その辺

のところで研究をするというか、ちょっと預けさせていただけないでしょうか。 

○あべ委員 意味がよくわからないんだけれども。 

○山内座長 いやいや、みんなある程度これはやっていかなければならないなというご意

見でまとまってきていると思うんだけれども、それぞれちょっとずつニュアンスが違うわ

けよね。そのところを調整しながら、やっぱりできるものからやってはどうかということ

で、ちょっと相談してみるというような感じです。 

○あべ委員 いろいろ各会派で意見をお持ちのようで、お聞きはしましたけれども、た

だ、この問題は、事務局から各議員なりに情報提供をするというシステムをどうするかと

いう話をしているだけで、今現状でも紙ベースでもらっているのは事実なんですよね。こ

れをデジタル化してメールで送るとか、方法は別にしても、困らないような、もう少しス

ピーディーに情報提供ができる、共有化ができるような方法を模索してほしいという意味

なんですよね。 

 それで、先ほどほかの会派からは、例えば情報提供してもらったけれども、会派内で全

然見ないという話があったけれども、情報提供をされていないというのと情報提供がある

けれども、見ていないというのは全く別な話で、これはやっぱりどんどん役所のほうもＩ

ＣＴ化していくという中で、議会のほうもそういうことはしっかり取り入れていくべきだ

と思いますので、今座長が継続にしないで何らかの模索をするという話ですから、それに

期待をして、改善をぜひしていただきたい。 

 それと、やっぱり目標的なものがないと、何年度ぐらいまでにこういう方法をとるとい

う目標がないと、なかなか進まないんだと思うんですよ。議会の中でも、提案というのは

いろいろずっと十何年前から出ているけれども、一向に進んできていないのは、目標設定

がないからだと僕は思うので、その辺も含めて、技術的にここまでは現状ではできて、こ

こから先はこうなんだというような目標設定も含めて検討していただきたいと要望してお

きたいと思います。 

○山内座長 では、いただいておきます。 

 それでは、こちらのほうに預けさせていただいて、検討をお互いにしていきたいと思い
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ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に参ります。以上で検討分類における「施設整備」等については終わらせ

ていただきます。 

 ２議会基本条例について、次に議題といたしますが、先日、議会運営委員会において、

地方自治法の改正に伴う議会の会期、通年会期については、議会基本条例とも密接に関係

している事柄から、議会制度研究会での検討とすることが決定されました。したがいまし

て、議会基本条例の検討項目に追加させていただきたいと思いますので、ご報告をさせて

いただきます。 

 次に、議会基本条例に関する勉強会の開催についてですが、この間、正副座長で準備を

進めてまいりました。正副座長案を資料２にまとめましたので、内容について事務局より

説明をお願いいたします。 

○星区議会事務局次長 資料２をごらんください。議会基本条例に関する勉強会について

（案）ということでございます。開催日時は平成24年12月20日木曜日午後１時30分からと

いうことで、２の講師につきましては加藤幸雄さんということです。経歴等については、

記載のとおりでございます。 

 勉強会の内容でございますが、議会基本条例の事例紹介、制定過程、議会の会期等につ

いて講義をいただく予定でございます。 

 対象議員ということで、これは全議員を対象とするということでございます。 

 また、議会制度研究会は、議会運営委員会の任意的な会議体であるため、勉強会につき

ましては、議会運営委員会が主催する勉強会として、議会運営委員会での決定に基づいて

議長のもとで全議員あてに参加を呼びかけるという仕組みでやらせていただきたいと考え

ております。 

○山内座長 勉強会については、このような内容で開催したいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山内座長 それでは、ただいまのような内容で開催することに決定をいたします。な

お、ただいま決定いたしました内容を議会運営委員会で協議していただくように、私のほ

うから委員長のほうに申し伝えておきたいと思います。 

 ３に入ります。議会制度研究会の研究期間についてを議題といたします。 

 当研究会の研究期間は平成24年12月末までとし、必要に応じて延長することができると
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設置要綱の第４条に規定をされています。研究期間について、正副座長で協議させていた

だきましたが、議会基本条例の勉強会を12月下旬に開催する予定であり、また、未協議の

検討項目もあることから、検討期間を今年度末としたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村委員 ３カ月程度延ばすということだと思うんですけれども、まだやっていないも

のまでを網羅するという目標でそこまでという認識でいいんですよね。 

○山内座長 第一義的にはそうです。 

○中村委員 わかりました。 

○あべ委員 勉強会についてちょっと聞きたいんですけれども、いいですか。 

○山内座長 どうぞ。 

○あべ委員 これは、加藤さんという方の経歴を見ると、全国市議会議長会の事務局をさ

れて、広報部長なんかもやられたというような経歴のようですけれども、どちらかという

と、通年議会とか、そういうことを推進されている方なのかなと思うんですけれども、そ

の辺はどうなんですか。こういう講師の方というのはそれぞれ立場があって、主張がどう

いう主張なのかということも事前にわかっていらっしゃると思うんですけれども、いわゆ

る推進派の方なのか、それとも否定的な方なのかということでも随分違ってくると思うん

ですが、この講師の方を選んだ理由というのもよくわからないんですが、その辺をちょっ

と伺いたいんですけれども。 

○山内座長 この講師を選んだというのは、事務局のほうでこういう人たちがいますよと

いうことで何人か挙げていただきました。その中にこの方は入っていました。それで、そ

の検討過程としては、中里委員から推薦……。 

○中里委員 私が推薦したんです。 

○山内座長 そうそう、推薦してくださって、その時点では、推進派か、やらないほうか

ということの判断は私たちになかったんですが……。 

○中村委員 何でこの人なんですか。 

○山内座長 なぜこの人になったかというと、この委員の中から推薦してくれたというこ

とはちょっと重かったですよね。ただやみくもに、来たから、書かれているからこの人と

いうよりは、委員の中から出てきたというのが私としては重かったと思います。それ以上

のことは今ちょっと考えられない。 
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○あべ委員 それで、この講師の方は、講義をするに当たって、いわゆる国の法律が変わ

ったことにおける議会の会期の問題とかということに関してこうあるべきだという話をす

るんですか、それともそれにおいて……。 

○山内座長 それを知っていて聞くのも結構だと思うし、また聞いて新鮮さがあるのもい

いんじゃないですか。その内容については、ある程度事務局のほうで把握しているので、

ちょっと星次長から。 

○星区議会事務局次長 先ほどの資料２のところの３ですが、まずこちらの研究会では議

会基本条例について、少し共通認識を持ちましょうという流れの中で、講師候補者を皆さ

んで協議していただきました。それを正副座長のほうで最終的にこの人に決めましょうと

いうのが加藤さんです。 

 勉強会の内容の中で、簡単ですが、一番後ろに議会の会期ということで、「（通年会

期）等」ということも入っております。ということは、通年会期につきましては、９月の

地方自治法の改正で規定されたということでございますので、そういったものを含めてご

存じの方で、この方が講演会としてこの一、二年間で大分講演をやっています。例えば一

番近い調布なんかでは５月に分権時代に求められる議会と議会改革、さらにその１年前に

は議会基本条例についてということで那覇市でやっていますので、この経歴を見ますと、

市議会議長会ということで、30年近く務めてこられた方ですので、そういった内容を詳し

く知っている方だろうということで、正副もこちらの方でいいんじゃないかという判断だ

ったと思います。 

○山内座長 それでは、今の話はおいておいて、議会制度の期間延長についてそのように

決定をいたします。なお、ただいま決定いただいた内容を議会運営委員会で協議していた

だくよう、私のほうからまた委員長に申し伝えておきます。 

 ４その他、次の検討テーマの選定ですが、資料１をごらんください。「請願」と「議員

活動環境」が未協議の項目として残っています。当研究会の研究期間を延長するにして

も、残された時間が短くなってきましたので、次回は少ない時間ですが、「請願」と「議

員の活動環境」の２項目を協議していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村委員 両方やるんですか。 

○山内座長 両方やろう。時間がとれれば別個に分けてもいいけれども、一応２つ一緒に

やっちゃうようなつもりでいてください。 
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 それでは、次回はこの２項目を協議していただきたいと思います。そのように決定をい

たします。 

 それでは、次回から「請願」と「議員活動環境」についての検討を始めますので、各会

派の中で協議した上、参加してくれるよう、よろしくお願いをいたします。 

 そのほかに何かありましたら。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山内座長 ないようでしたら、５次回研究会、それでは、次回の研究会の日程について

協議したいと思います。 

 前回12月13日木曜日の午前10時を予定して確認いたしましたが、中にはだめな方もいら

っしゃるかなとは思いますけれども、大丈夫でしょうか。 

（日程調整） 

○山内座長 それでは、12月13日木曜日10時から開催することで決定したいと思います。 

 それから、もう１つ先をやっておきたいんですが、１月分なんですけれども、１月15日

火曜日から１月18日金曜日の４日間あたりで開催できればいいかなと思います。 

（日程調整） 

○山内座長 １月の開催日は、次回の議研で協議することにします。それでは、次回は一

応12月13日の午前10時から開催ということでお願いをいたします。 

 以上で第10回議会制度研究会を閉会とします。 

 

 

 


